
附
属
書
四
Ａ

約
束
の
実
施
の
た
め
の
期
間

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
年
数
（
例
え
ば
、
「
五
年
」
）
と
は
、
各
条
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
の
完
全
な
実
施
が
こ
の

協
定
が
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
所
定
の
年
数
以
内
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
を
い
い
、
確
定
日
（
例
え
ば
、
「
二
千
二
十
二
年
二
月

二
十
八
日
」
）
と
は
、
特
定
さ
れ
た
約
束
の
完
全
な
実
施
が
開
始
さ
れ
る
期
間
の
末
日
を
い
う
。

注
釈

次
に
掲
げ
る
各
条
に
具
体
的
な
項
へ
の
言
及
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
各
条
の
全
て
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
特
定

さ
れ
た
実
施
の
た
め
の
期
間
の
対
象
と
す
る
。

ブ
ル
ネ
イ
・
ダ
ル
サ
ラ
ー
ム
国

第
四
・
十
三
条

認
定
事
業
者
の
た
め
の
貿
易
円
滑
化
措
置

二
千
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日

第
四
・
十
八
条

審
査
の
請
求
及
び
異
議
の
申
立
て

二
千
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日



カ
ン
ボ
ジ
ア

第
四
・
九
条

到
着
の
前
の
処
理

五
年

第
四
・
十
一
条

物
品
の
引
取
り
の
許
可

２

物
品
の
引
取
り
の
許
可
の
た
め
の
期
間
（
可
能
な
限
り
、
物
品
が
到

五
年

着
し
、
か
つ
、
必
要
な
情
報
が
提
出
さ
れ
た
時
か
ら
四
十
八
時
間
以

内
）

６

腐
敗
し
や
す
い
物
品
の
引
取
り
の
許
可
（
可
能
な
限
り
六
時
間
未

五
年

満
）

８

腐
敗
し
や
す
い
物
品
の
た
め
の
保
管
施
設
及
び
手
続

五
年

第
四
・
十
二
条

情
報
技
術
の
利
用

２

情
報
技
術
（
積
荷
の
到
着
前
の
デ
ー
タ
の
提
出
及
び
危
険
度
に
応
じ

五
年

た
管
理
手
法
の
た
め
の
電
子
的
な
又
は
自
動
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
含

む
。)

の
利
用

４

電
子
的
に
提
出
さ
れ
る
貿
易
実
務
に
係
る
文
書
の
法
的
な
同
等
性

五
年



５

国
際
的
な
基
準
又
は
方
式

五
年

６

電
子
的
に
提
出
さ
れ
る
貿
易
実
務
に
係
る
文
書
の
受
理
を
促
進
す
る

五
年

た
め
の
他
の
締
約
国
と
の
協
力
及
び
国
際
的
な
場
に
お
け
る
協
力

第
四
・
十
三
条

認
定
事
業
者
の
た
め
の
貿
易
円
滑
化
措
置

五
年

第
四
・
十
五
条

急
送
貨
物

１

次
の
事
項
を
含
む
急
送
貨
物
に
関
す
る
手
続
の
範
囲

到
着
の
前
の
処
理

五
年

(a)

情
報
の
一
括
し
た
提
出

五
年

(b)

書
類
に
係
る
要
件
の
最
小
化

五
年

(c)

可
能
な
限
り
速
や
か
な
急
送
貨
物
の
引
取
り
の
許
可
（
可
能
な
場

五
年

(d)
合
に
は
六
時
間
以
内
）

急
送
貨
物
の
重
量
又
は
課
税
価
額
に
関
す
る

か
ら

ま
で
に
規

五
年

(e)

(a)

(d)

定
す
る
待
遇

第
四
・
十
九
条

税
関
協
力

五
年



中
国第

四
・
四
条

一
貫
性

五
年

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

第
四
・
十
条

事
前
教
示

二
千
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日

第
四
・
十
四
条

危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法

二
千
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日

ラ
オ
ス

第
四
・
十
条

事
前
教
示

２

申
請
者
の
法
的
代
理
人
又
は
登
録

三
年

３

事
前
の
教
示
を
行
う
手
続

三
年



７

事
前
の
教
示
の
有
効
性

五
年

８

事
前
の
教
示
の
取
消
し
、
修
正
又
は
無
効
化
の
理
由
に
関
す
る
申
請

五
年

者
に
対
す
る
通
知

９

事
前
の
教
示
の
遡
及
的
な
取
消
し
、
修
正
又
は
無
効
化

五
年

事
前
の
教
示
が
有
す
る
拘
束
力

五
年

10

事
前
の
教
示
に
関
す
る
手
続
の
公
表

三
年

11

事
前
の
教
示
に
関
す
る
情
報
の
公
表

三
年

12

第
四
・
十
一
条

物
品
の
引
取
り
の
許
可

１

簡
素
化
さ
れ
た
税
関
手
続
の
採
用
又
は
維
持

三
年

２

物
品
の
引
取
り
の
許
可
の
た
め
の
期
間
（
可
能
な
限
り
、
物
品
が
到

三
年

着
し
、
か
つ
、
必
要
な
情
報
が
提
出
さ
れ
た
時
か
ら
四
十
八
時
間
以

内
）

３

更
な
る
検
査
の
た
め
の
物
品
の
選
定

三
年

４

関
税
、
租
税
、
手
数
料
及
び
課
徴
金
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
決
定
が

三
年

行
わ
れ
る
前
の
物
品
の
引
取
り
の
許
可

５

物
品
を
検
査
し
、
留
置
し
、
差
し
押
さ
え
、
又
は
没
収
す
る
権
利

三
年

６

腐
敗
し
や
す
い
物
品
の
引
取
り
の
許
可
（
可
能
な
限
り
六
時
間
未

五
年

満
）

７

検
査
の
日
程
を
決
定
す
る
場
合
に
お
け
る
腐
敗
し
や
す
い
物
品
の
優

三
年



先
８

腐
敗
し
や
す
い
物
品
の
た
め
の
保
管
施
設
及
び
手
続

五
年

第
四
・
十
二
条

情
報
技
術
の
利
用

２

情
報
技
術
（
積
荷
の
到
着
前
の
デ
ー
タ
の
提
出
及
び
危
険
度
に
応
じ

三
年

た
管
理
手
法
の
た
め
の
電
子
的
な
又
は
自
動
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
含

む
。)
の
利
用

３

貿
易
実
務
に
係
る
文
書
を
電
子
的
形
式
に
よ
り
公
に
利
用
可
能
な
も

三
年

の
と
す
る
こ
と
。

４

電
子
的
に
提
出
さ
れ
る
貿
易
実
務
に
係
る
文
書
の
法
的
な
同
等
性

五
年

５

国
際
的
な
基
準
又
は
方
式

五
年

６

電
子
的
に
提
出
さ
れ
る
貿
易
実
務
に
係
る
文
書
の
受
理
を
促
進
す
る

五
年

た
め
の
他
の
締
約
国
と
の
協
力
及
び
国
際
的
な
場
に
お
け
る
協
力

第
四
・
十
三
条

認
定
事
業
者
の
た
め
の
貿
易
円
滑
化
措
置

五
年

第
四
・
十
四
条

危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法

１

危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法
の
制
度
の
採
用
又
は
維
持

三
年

第
四
・
十
五
条

急
送
貨
物



１

次
の
事
項
を
含
む
急
送
貨
物
に
関
す
る
手
続
の
範
囲

到
着
の
前
の
処
理

三
年

(a)

情
報
の
一
括
し
た
提
出

五
年

(b)

書
類
に
係
る
要
件
の
最
小
化

五
年

(c)

可
能
な
限
り
速
や
か
な
急
送
貨
物
の
引
取
り
の
許
可
（
可
能
な
場

五
年

(d)
合
に
は
六
時
間
以
内
）

急
送
貨
物
の
重
量
又
は
課
税
価
額
に
関
す
る

か
ら

ま
で
に
規

五
年

(e)

(a)

(d)

定
す
る
待
遇

関
税
及
び
租
税
を
徴
収
さ
れ
な
い
僅
少
の
貨
物
の
価
額
又
は
僅
少

五
年

(f)
の
課
税
価
額
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

２

物
品
を
検
査
し
、
留
置
し
、
差
し
押
さ
え
、
没
収
し
、
若
し
く
は
そ

五
年

の
輸
入
を
拒
否
し
、
又
は
通
関
後
の
監
査
を
実
施
す
る
権
利
並
び
に
追

加
の
情
報
を
提
出
す
る
こ
と
及
び
非
自
動
許
可
の
要
件
を
満
た
す
こ
と

を
要
求
す
る
権
利

マ
レ
ー
シ
ア



第
四
・
十
五
条

急
送
貨
物

二
千
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日

ミ
ャ
ン
マ
ー

第
四
・
四
条

一
貫
性

五
年

第
四
・
五
条

透
明
性

五
年

第
四
・
六
条

照
会
所

二
年

第
四
・
七
条

税
関
手
続

五
年

第
四
・
九
条

到
着
の
前
の
処
理

五
年

第
四
・
十
条

事
前
教
示

１

事
前
の
教
示
を
行
う
こ
と
及
び
事
前
の
教
示
の
種
類
（

の
規
定
と

五
年
（
原
産
地
規
則
）

(b)

の
関
係
）



２

申
請
者
の
法
的
代
理
人
又
は
登
録
（
１

の
規
定
と
の
関
係
）

五
年
（
原
産
地
規
則
）

(b)

３

事
前
の
教
示
を
行
う
手
続
（
１

の
規
定
と
の
関
係
）

五
年
（
原
産
地
規
則
）

(b)

４

事
前
の
教
示
を
行
う
期
限
（
１

の
規
定
と
の
関
係
）

五
年
（
原
産
地
規
則
）

(b)

５

事
前
の
教
示
を
行
う
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
申
請
者
に

五
年
（
原
産
地
規
則
）

対
す
る
通
知
（
１

の
規
定
と
の
関
係
）

(b)

６

特
定
さ
れ
た
期
限
内
に
追
加
の
情
報
が
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に

五
年
（
原
産
地
規
則
）

お
け
る
事
前
の
教
示
の
要
請
の
拒
否
（
１

の
規
定
と
の
関
係
）

(b)

７

事
前
の
教
示
の
有
効
性
（
１

及
び

の
規
定
と
の
関
係
）

五
年
（
原
産
地
規
則
及
び
関
税
評
価
）

(b)

(c)

８

事
前
の
教
示
の
取
消
し
、
修
正
又
は
無
効
化
の
理
由
に
関
す
る
申
請

五
年
（
関
税
分
類
、
原
産
地
規
則
及
び
関

者
に
対
す
る
通
知
（
１

、

及
び

の
規
定
と
の
関
係
）

税
評
価
）

(a)

(b)

(c)

９

事
前
の
教
示
の
遡
及
的
な
取
消
し
、
修
正
又
は
無
効
化
（
１

、

五
年
（
関
税
分
類
、
原
産
地
規
則
及
び
関

(a)

(b)

及
び

の
規
定
と
の
関
係
）

税
評
価
）

(c)
事
前
の
教
示
が
有
す
る
拘
束
力
（
１

の
規
定
と
の
関
係
）

五
年
（
原
産
地
規
則
）

10

(b)

事
前
の
教
示
に
関
す
る
手
続
の
公
表
（
１

の
規
定
と
の
関
係
）

五
年
（
原
産
地
規
則
）

11

(b)

事
前
の
教
示
に
関
す
る
情
報
の
公
表
（
１

の
規
定
と
の
関
係
）

五
年
（
原
産
地
規
則
）

12

(b)

第
四
・
十
一
条

物
品
の
引
取
り
の
許
可

２

物
品
の
引
取
り
の
許
可
の
た
め
の
期
間
（
可
能
な
限
り
、
物
品
が
到

五
年

着
し
、
か
つ
、
必
要
な
情
報
が
提
出
さ
れ
た
時
か
ら
四
十
八
時
間
以

内
）



３

更
な
る
検
査
の
た
め
の
物
品
の
選
定

五
年

４

関
税
、
租
税
、
手
数
料
及
び
課
徴
金
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
決
定
が

五
年

行
わ
れ
る
前
の
物
品
の
引
取
り
の
許
可

６

腐
敗
し
や
す
い
物
品
の
引
取
り
の
許
可
（
可
能
な
限
り
六
時
間
未

五
年

満
）

第
四
・
十
二
条

情
報
技
術
の
利
用

五
年

第
四
・
十
三
条

認
定
事
業
者
の
た
め
の
貿
易
円
滑
化
措
置

五
年

第
四
・
十
四
条

危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法

２

危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法
の
設
計
及
び
適
用

五
年

３

危
険
度
の
高
い
貨
物
に
税
関
管
理
を
集
中
さ
せ
、
及
び
危
険
度
の
低

五
年

い
貨
物
の
引
取
り
の
許
可
を
迅
速
に
行
う
こ
と
。
危
険
度
に
応
じ
た
管

理
手
法
の
一
部
と
し
て
貨
物
を
無
作
為
に
選
定
す
る
こ
と
。

第
四
・
十
五
条

急
送
貨
物

１

次
の
事
項
を
含
む
急
送
貨
物
に
関
す
る
手
続
の
範
囲

到
着
の
前
の
処
理

五
年

(a)

情
報
の
一
括
し
た
提
出

五
年

(b)



書
類
に
係
る
要
件
の
最
小
化

五
年

(c)

可
能
な
限
り
速
や
か
な
急
送
貨
物
の
引
取
り
の
許
可
（
可
能
な
場

五
年

(d)
合
に
は
六
時
間
以
内
）

急
送
貨
物
の
重
量
又
は
課
税
価
額
に
関
す
る

か
ら

ま
で
に
規

五
年

(e)

(a)

(d)

定
す
る
待
遇

関
税
及
び
租
税
を
徴
収
さ
れ
な
い
僅
少
の
貨
物
の
価
額
又
は
僅
少

五
年

(f)
の
課
税
価
額
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

第
四
・
十
六
条

通
関
後
の
監
査

２

通
関
後
の
監
査
の
対
象
と
な
る
者
又
は
貨
物
の
選
定

五
年

３

通
関
後
の
監
査
に
お
い
て
得
ら
れ
た
情
報
の
行
政
上
又
は
司
法
上
の

五
年

手
続
に
お
け
る
使
用

４

危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
の
通
関
後
の

五
年

監
査
の
結
果
の
利
用

第
四
・
十
七
条

引
取
り
の
許
可
の
所
要
時
間
調
査

五
年

第
四
・
十
九
条

税
関
協
力

五
年

第
四
・
二
十
条

協
議
及
び
連
絡
部
局

五
年



ベ
ト
ナ
ム

第
四
・
九
条

到
着
の
前
の
処
理

二
千
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

第
四
・
十
条

事
前
教
示

二
千
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日

第
四
・
十
一
条

物
品
の
引
取
り
の
許
可

二
千
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日

第
四
・
十
三
条

認
定
事
業
者
の
た
め
の
貿
易
円
滑
化
措
置

二
千
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

第
四
・
十
四
条

危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法

二
千
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

第
四
・
十
五
条

急
送
貨
物

１

急
送
貨
物
に
関
す
る
手
続
の
範
囲

可
能
な
限
り
速
や
か
な
急
送
貨
物
の
引
取
り
の
許
可
（
可
能
な
場

二
千
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日

(d)
合
に
は
六
時
間
以
内
）



第
四
・
十
六
条

通
関
後
の
監
査

二
千
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日


